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（
内
閣
委
員
会
）

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
し
た
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
一
層
の
促
進
を
図
る
た

め
、
利
用
料
金
を
自
ら
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
に
関
す
る
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
に
対
す
る

金
融
機
関
が
行
う
金
融
及
び
民
間
の
投
資
を
補
完
す
る
た
め
の
資
金
の
供
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
に

お
い
て
特
定
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
に
関
し
、
そ
の
設
立
、
業
務

の
範
囲
、
財
政
上
の
措
置
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
機
構
の
目
的

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
厳
し
い
財
政

。

状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
我
が
国
経
済
の
成
長
の
促
進
に
寄
与
す
る
観
点
か
ら
、
公
共
施
設
等
の
整
備
等
に
お
け
る
民
間
の
資

金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
の
活
用
が
一
層
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
選
定
事
業
（
選
定
事
業
で
あ
っ

て
、
利
用
料
金
を
徴
収
す
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
を
行
い
、
利
用
料
金
を
自
ら
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
も
の
を
い
う
。
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以
下
同
じ

）
又
は
特
定
選
定
事
業
を
支
援
す
る
事
業
（
以
下
「
特
定
選
定
事
業
等
」
と
総
称
す
る

）
を
実
施
す
る
者
に

。

。

対
し
、
金
融
機
関
が
行
う
金
融
及
び
民
間
の
投
資
を
補
完
す
る
た
め
の
資
金
の
供
給
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
特
定
選
定
事
業

に
係
る
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
本
市
場
の
整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
特
定
選
定
事
業
等
の
実
施
に
必
要
な

知
識
及
び
情
報
の
提
供
そ
の
他
特
定
選
定
事
業
等
の
普
及
に
資
す
る
支
援
を
行
い
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
い
て
特
定
事
業
を

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

二
、
設
立
等

１

機
構
は
、
一
を
限
り
設
立
さ
れ
る
。

２

政
府
は
、
常
時
、
機
構
が
発
行
し
て
い
る
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

政
府
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
で
、
機
構
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
民
間
資
金
等
活
用
事
業
支
援
委
員
会

１

機
構
に
、
民
間
資
金
等
活
用
事
業
支
援
委
員
会
（
以
下
「
支
援
委
員
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

２

支
援
委
員
会
は
、
取
締
役
で
あ
る
委
員
三
人
以
上
七
人
以
内
で
組
織
す
る
。
委
員
の
中
に
は
代
表
取
締
役
及
び
社
外
取

締
役
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

支
援
委
員
会
は
、
六
の
特
定
選
定
事
業
等
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
及
び
当
該
特
定
選
定
事
業
等
支
援
の
内
容
の
決

定
、
株
式
等
又
は
債
権
の
譲
渡
そ
の
他
の
処
分
の
決
定
等
を
行
う
。

四
、
業
務
の
範
囲

機
構
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
等
を
営
む
も
の
と
す
る
。

１

対
象
事
業
者
に
対
す
る
出
資
又
は
基
金
の
拠
出

２

対
象
事
業
者
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け

３

対
象
事
業
者
が
発
行
す
る
有
価
証
券
の
取
得

４

対
象
事
業
者
に
対
す
る
金
銭
債
権
及
び
対
象
事
業
者
が
保
有
す
る
金
銭
債
権
の
取
得

５

実
施
方
針
を
定
め
、
若
し
く
は
定
め
よ
う
と
す
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
又
は
特
定
事
業
を
実
施
し
、
若
し
く
は
実

施
し
よ
う
と
す
る
民
間
事
業
者
に
対
す
る
専
門
家
の
派
遣
及
び
助
言

五
、
支
援
基
準

１

内
閣
総
理
大
臣
は
、
機
構
が
特
定
選
定
事
業
等
の
支
援
（
四
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
以
下
「
特
定
選
定
事
業
等
支
援
」
と
い
う

）
の
対
象
と
な
る
事
業
者
及
び
当
該
特
定
選
定
事
業
等
支
援
の
内
容
を

。
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決
定
す
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
支
援
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
支
援
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
特
定
選
定
事
業
等
支
援
の
対
象
と
な
る

特
定
選
定
事
業
等
に
係
る
公
共
施
設
等
を
所
管
す
る
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
１
に
よ
り
支
援
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

六
、
業
務
の
実
施

機
構
は
、
特
定
選
定
事
業
等
支
援
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
支
援
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
者
及
び
当

該
特
定
選
定
事
業
等
支
援
の
内
容
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
選
定
事
業
等
支
援
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
検
討

政
府
は
、
速
や
か
に
、
道
路
そ
の
他
の
公
共
施
設
等
の
運
営
等
に
つ
い
て
民
間
資
金
等
の
活
用
の
一
層
の
推
進
を
図
る
た

め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

八
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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